
藤枝市コミュニティ事業補助金交付要綱  

 

藤枝市コミュニティ事業補助金交付要綱（平成１ ９年藤枝市告示第２ ２号）の全部を

次のように改正する。  

 （趣旨）  

第１条   市長は、住民が自主的に行うコミュニティ活動を推進し、コミュニティの  

健全な発展を図るため、一般財団法人自治総合センターが行うコミュニティ助成

事業を活用し、コミュニティ活動を実施する団体に対し、予算の範囲内において、

補助金を交付するものとし、その交付に関しては、藤枝市補助金等交付規則（平

成１ ７年藤枝市規則第２号）及びこの要綱の定めるところによる。  

 （補助の対象及び補助額）  

第２条  補助の対象となる団体は、藤枝市における自治会・町内会等の地域的な共

同活動を行っている団体又はその連合体とする。  

２  補助の対象となる事業は、一般財団法人自治総合センターが定める「コミュニ

ティ助成事業実施要綱」（以下「実施要綱」という。）の第２の１に掲げる事業で

あって、同２に掲げる基準に適合する事業とする。  

３  補助の対象となる経費は、前項に揚げる事業に要する経費のうち、その事業の

種別に応じ実施要綱第６に掲げる経費とする。  

４  補助金の額は、実施要綱第５に規定される額以内の額で、毎年度予算の範囲内

で市長の定める額とする。  

 （交付の申請）  

第３条  補助金の交付を受けようとする団体（以下「補助事業者」という。）は、  

 補助金交付申請書 (第 1 号様式 )に、次に定める書類を添えて市長に提出しなけれ

ばならない。  

  事業計画書（第２号様式）  

  収支予算書（第３号様式）  

  資金状況調べ（第４号様式）（概算払の承認を受けようとする場合のみ）  

  その他市長が必要と認める書類   

２  前項に規定する書類等は、市長が別に定める日までに提出しなければならない。 

 （交付の決定）  

第４条  市長は、前条の申請があった場合は、その内容を審査し、補助金の交付を  

決定したときは、補助金交付決定通知書（第５号様式）により通知する。  

（交付の条件）  

第５条  次に掲げる事項は、補助金の交付の条件とする。  

  次に掲げる場合には、補助事業者はあらかじめ市長の承認を受けること。  

  ア  補助事業の内容を変更しようとする場合  

イ  補助事業に要する経費の配分を変更しようとする場合   

ウ  補助事業を中止し、又は廃止しようとする場合  

 補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となっ

た場合においては、速やかに市長に報告してその指示を受けなければならない。 

 補助金の収支に関する帳簿を備え、領収書等関係書類を整理し、並びにこれ

らの帳簿及び書類を補助金の交付を受けた年度終了後５年間保管しなければな

らない。  

 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業の完了後

においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運営

を図らなければならない。  

 実施要綱第７に規定する宝くじの普及広報を行うこと。  

 （変更等の承認申請）  

第６条  前条の規定により市長の承認を受けようとする場合は、変更承認申請書（第

６号様式）に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。    

  変更事業計画書（第７号様式）  



  変更収支予算書（第８号様式）  

 （変更等の承認決定）  

第７条  市長は、前条の規定により変更の承認申請があった場合は、当該申請に係

る変更の内容を審査し、変更を承認するときは、変更承認書（第９号様式）によ

り通知するものとする。  

 （実績報告）  

第８条  補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに実績報告書 (第１

０号様式 )に次に掲げる書類を添えて、市長に報告しなければならない。  

  収支決算書（第１１号様式）  

  その他市長が必要と認める書類  

２  提出期限は、事業完了の日から起算して２０日を経過する日又は補助金の交付

の決定のあった日の属する年度の翌年度の４月１０日のいずれか早い日までとす

る。  

 （補助の確定）  

第９条  市長は、前条の報告を受けた場合においては、その報告に係る補助事業の

成果が補助金交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するものであるかど

うかを審査し、必要に応じて現地審査し、適合すると認めたときは、交付すべき

補助金の額を確定し、確定通知書（第１２号様式）により通知するものとする。   

 （請求）  

第１０条  補助事業者は、補助金交付確定通知を受領した日から起算して３０日を

経過した日までに請求書 (第１３号様式 )を提出しなければならない。  

 （概算払の請求）  

第１１条  補助事業の目的を達成するために市長が特に認めるときは、概算払請求

書（第１３号様式）により補助金の交付を請求することができる。  

 

   附  則  

 この要綱は、平成２１年４月１日から施行する。  

   附  則（平成２３年藤枝市告示第１６６号）  

 この要綱は、告示の日から施行し、平成２３年度の補助金から適用する。  

附  則（平成２９年藤枝市告示第２６０号）  

 この告示は、公示の日から施行する。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


